
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案について

番号 御意見の要旨 御意見に対する考え方

1

　書類の提出について賛成であるが、以下の点についても検討すべきである。

・「年間の収入に関する文書」は、単年ではなく複数年とすべきではないか。

・永住許可申請に当たっては、引き続き１０年以上本邦に在留していることが必要

となるが、滞在期間１０年に渡って納税義務を履行しているか、生活保護を受給し

ていないか、一時的な見せ金ではなく、十分な収入や資産があるか、社会保険料を

納めているか、犯罪歴はないか、十分な日本語能力を有するかなど、総合的に在留

状況を見るようにするべきではないか。

・新たな条件を満たせない者については、その状況を適切に判断し、入国が認めら

れないよう、厳格な運用と審査体制の徹底をするべきである。

・提出された文書のみでは把握しきれないリスクも存在するため、滞在費を支弁す

る者や扶養者についても、より詳細な信用調査（例えば、過去の納税履歴、破産

歴、詐欺等の犯罪歴など）を行う制度の導入をするべきである。

・本邦に入国しようとする外国人が未成年であるなら、両親等の情報を提出させる

べきであり、提出がない場合や著しく年収が低い等の場合には、入国させるべきで

はない。

・提出書類として、在留資格認定証明書交付申請時は、日本国外での収入及び資

産、並びに日本入国前に同居していた親族の収入及び資産を、在留資格の変更許

可・取得申請時は、日本国外での収入及び資産、並びに母国及び日本国内にいる親

族の収入及び資産を求めるべきである。

・在留資格の変更や在留期間の更新時に申請者の状況確認をするだけでは、例え

ば、偽装結婚で扶養控除を受けていても、就労先がペーパーカンパニーであっても

提出さえすれば問題ないと解釈できてしまうのではないか。

　 本件について賛成の御意見として承ります。

　いただいた御意見については、今後の執務の参考にさせていただきます。

　なお、本改正案は、外国人の適正な出入国及び在留の管理を図るため在留諸申請

における提出資料に課税及び納税に関する文書を追加する等の改正をするものであ

るところ、永住許可については、素行が善良であること、独立の生計を営むに足り

る資産又は技能を有すること、その者の永住が日本国の利益に合すると認められる

ことを法律上の要件として定めており、そのために必要な資料の提出を求め、これ

ら提出資料や調査を通じて、これらの要件に合するか否かを判断しています。

2

　外国人との秩序ある共生社会実現のため、在留外国人に法令遵守と制度の適正利

用を徹底し、税・社会保険料の未納付を防止する取組に賛同する。

　しかし、在留資格認定証明書交付申請の提出書類として新たに「社会保険の加入

状況及び社会保険料の納付状況に関する文書」を一律に求めることについては、反

対する。もちろん外国で社会保険料の納付義務を履行しない者は、本邦においても

履行しないという考え方は一理あるが、諸外国の制度や社会通念が日本と異なるた

め文書の提出が容易でないこと、提出できない書類を求めることにより書類の偽造

が横行する恐れがあること、当局の実態調査を含む審査能力に限界があることか

ら、在留資格等不正取得罪（入管法 70 条 1 項 2 の 2）が増加する可能性がある。

　社会保険の加入状況及び社会保険の納付状況に関する文書は、我が国の社会保険

を対象とするものであって、我が国以外の社会保険を対象とするものではありませ

ん。

3

　本改正のうち、特定技能に関しては、特定技能所属機関の概要を明らかにする資

料、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書、従事しようとする業務に関し

て有する技能を証する資料、特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者がある場合

は、当該仲介の概要、健康状態が良好であることを証する資料が削除されていると

ころ、これは採用する側の不正に関して実態が隠れるおそれがあり、在留条件の厳

格化と比較して明らかに甘くなっているのではないか。

　御指摘の改正は、特定技能の項の下欄第一号に掲げられている書類について、改

めて書き下すことなく、同号に掲げられている項目を引用する旨記載の適正化を図

るものであって、提出すべき資料を削除するものではありません。

4

　留学の場合、在留資格認定証明書の申請時、在外大使館又は領事館で在留資格の

取得時、在学中の在留期間の更新手続時の3 度(4 度)のタイミングで年収に関する書

類、課税納税に関する書類を然るべき機関に提出するという案と理解している。

　当庁の手続において、課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び

社会保険料の納付状況に関する文書を提出すべき場面は、留学の在留資格について

は、在留資格認定証明書の交付の申請、在留期間の更新許可の申請及び留学の在留

資格への在留資格の変更許可の申請の際に提出すべきことになります。なお、今般

の改正は、当庁の在留諸申請における提出資料について所要の整備を行うものであ

り、在外公館又は領事館における手続については対象としておりません。

5

　留学について、在留資格認定証明書交付申請において、年間の収入に関する証明

書や課税納税証明書を提出した時に、審査官によってこれらの書類が政府発行の書

類であるにもかかわらず、疑義を抱く部分があるとし、申請を不受理とするケース

が過去に何度かあった。これらの書類の提出が本邦に入国する前の審査において、

必要となるのであれば、このようなケースのあった国の留学生を受け入れることは

難しくなる。

　また、現状では経費支弁者が学生に対して経費支弁を実際に行っているかどうか

を判断する為の書類として送金記録が分かる資料を提出しているところ、そのほか

に経費支弁者の年収、課税納税に関する資料を提出する合理的な理由は薄いように

思える。

　経費を支弁する者については、十分な経費支弁能力があるか否か、経費を支弁す

る者としての適正性を有するか否かを判断する必要があるため、経費を支弁する者

の年間の収入に関する文書並びに課税及び納税に関する文書の提出を求めることと

するものです。

6

　在留期間の更新において、留学生が日本国内の税制に従って課税され、納税した

かどうかは、アルバイト先の企業がきちんとするべきことで、留学生本人がそれを

証明する必要はないのではないか。課税や納税が不十分だという状況があるのであ

れば、まずは企業側に働きかけるのが筋ではないか。

　在留期間の更新の許可の申請を行う者は、その許可を受けようとする外国人で

あって、当該外国人が納税義務を適切に果たしていることを確認するためには、当

該外国人が課税及び納税に関する文書を提出する必要があるものと考えています。
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7

　施行規則別表第３及び施行規則別表第３の７について、当該外国人以外の者が経

費を支弁するとき又は扶養者がいるときは、経費を支弁する者又は扶養者に係る

「課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況

に関する文書」を提出書類としているところ、それらの者が海外にいる場合にそれ

らの文書の提出義務と当該外国人の適正な出入国及び在留の管理との関連性を示さ

れたい。

　また、在留資格諸審査はあくまでも申請者の適正な出入国及び在留の管理を図る

審査であり、仮にその経費を支弁する者又は扶養者の納税、社会保険の加入状況及

び社会保険料の納付状況が芳しくなくても、基本的には申請者の責に帰すべき事由

がなく、それらの者の「課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び

社会保険料の納付状況」も含めて審査することは連座制といわなければならない。

　したがって、経費を支弁する者又は扶養者の「課税及び納税に関する文書並びに

社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況」を削除するべきである。

　在留中の経費の支弁を受けて在留する場合や扶養されて在留する外国人につい

て、経費の支弁や扶養を受けられなくなった場合には適正に在留することが困難と

なるおそれがあることから、適正な出入国及び在留の管理のため、当該外国人の経

費を支弁する者や扶養者が十分な経費の支弁能力や扶養能力を有するかどうか、経

費を支弁する者としての適正性を有するかどうかを判断する必要があります。その

ために経費を支弁する者や扶養者に係る課税及び納税に関する文書並びに社会保険

の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書の提出を求めるものであって、

連座制とするものではありません。

8

　入管法第 22 条 2 項 2 号は「独立の生計を営むに足りる資産…を有すること」と

定めているところ、当該外国人に年間の収入がなくても独立の生計を営むに足りる

資産を有すると考えられる場合、当該外国人は年間収入がなく、納税もしていない

可能性もありうるにもかかわらず、「永住許可の申請に際し、当該外国人の年間の

収入に関する文書並びに課税及び納税に関する文書等を提出しなければならないこ

と」を求める必要はあるか。

　また、永住許可に関するガイドライン（令和６年１１月１８日改訂）の「１ 法律

上の要件」おいて、「※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子で

ある場合には、（１）（素行が善良であること）及び（２）（独立の生計を営むに

足りる資産又は技能を有すること）に適合することを要しない」と規定しているに

もかかわらず、 「当該外国人の年間の収入に関する文書…等を提出しなければなら

ない」との規定は自己矛盾しているといわなければならない。

　永住許可に関しては、独立の生計を営むに足りる資産を有するかどうかを判断す

る資料として「当該外国人の年間の収入に関する文書並びに課税及び納税に関する

文書等」の提出を求める必要があるのみならず、納税義務を適切に履行しているか

どうかなどの当該外国人の永住が日本国の利益に合するという要件に該当するかを

判断するため、当該文書等の提出を求めることは必要であるものと考えています。

9

　難民申請者の法的地位の不安定化につながる出入国管理及び難民認定法施行規則

の改正に反対する。

　仮に改正を行う場合であっても、「年間の収入に関する文書」の提出を不要とす

る場合を明記するべきである。特に、①来日から間もない者や、②中長期在留者で

はない者からの在留資格の変更や期間の更新に際して「年間の収入に関する文書」

の提出を求めることは実務上困難であると考えるが、どのように対処する予定か。

①②それぞれについて、政府の見解を示されたい。

　本改正案は、外国人の適正な出入国及び在留の管理を図るため在留諸申請におけ

る提出資料として「年間の収入に関する文書」等を追加する改正を行うものであっ

て、難民認定申請を行っている者について、難民認定の判断に関し、「年間の収入

に関する文書」の内容をもって消極的に評価することは想定していないことから、

「法的地位の不安定化につながる」ものとは考えておりません。

　また、地方出入国在留管理局長が資料の提出の一部又は全部の提出を省略しても

支障がないと認めるときは、提出を省略することとなるところ（施行規則第２０条

第２項、第２１条第２項、第２４条第５項）、どのような場合にどのような資料の

提出を省略しても支障がないと認めるか否かについては、個別の事情によって様々

であることから、施行規則において具体的な例を明示することは適当ではないと考

えています。

10 　施行日が遅いが、令和8年3月からの施行とすべきではないか。
　本改正法の施行に当たり、申請者等の関係者に対する周知期間や所要の準備のた

めの期間を設ける必要があることから、令和９年３月からの施行としています。


